
パ
リ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
で
感
じ
た
こ
と 
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浦 
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早
朝
、
短
時
間
だ
っ
た
が
、
テ
レ
ビ
で
パ
リ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
を
見
た
。フ
ラ
ン
ス
と
い
え
ば

や
っ
ぱ
り
革
命
だ
、
と
思
っ
た
。
国
歌
の
ラ
＝
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
、
オ
ラ
ン
プ
＝
ド
＝
グ
ー
ジ
ュ
の
像
、
処

刑
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
赤
い
煙
と
斬
首
さ
れ
た
女
性
。 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
十
七
世
紀
の
十
一
年
間
を
除
い
て
十
一
世
紀
後
半
か
ら
現

在
ま
で
王
政
が
続
き
、
ド
イ
ツ
は
十
四
世
紀
の
大
空
位
時
代
を
除
い
て
十
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世

紀
初
め
ま
で
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
に
よ
る
帝
政
が
続
い
た
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
は
十
世
紀
末
に
王
国
が

成
立
し
途
切
れ
る
こ
と
な
く
十
八
世
紀
末
ま
で
王
政
が
続
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
八
十
年
足
ら

ず
の
う
ち
に
王
政→

第
一
共
和
政→

第
一
帝
政→

王
政→
第
二
共
和
政→

第
二
帝
政→

第
三

共
和
政
と
変
わ
り
、
さ
ら
に
第
一
帝
政
の
と
こ
ろ
を
詳
し
く
見
れ
ば
、
帝
政→

王
政→

帝
政
と
な

る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
エ
ル
バ
島
か
ら
脱
出
し
て
再
び
皇
帝
の
位
に
就
い
た
の
で
、
ル
イ
十
八
世
が
慌
て

て
王
位
を
降
り
た
時
期
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
七
月
革
命
、
二
月
革
命
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の

国
王
に
脅
威
を
与
え
た
革
命
は
、
い
ず
れ
も
当
時
の
ブ
ル
ボ
ン
朝
と
そ
の
傍
系
の
国
王
が
民
衆
を

無
視
し
た
こ
と
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
。 

 

パ
リ
に
は
二
六
〇
の
男
性
の
像
が
あ
る
が
、
女
性
は
四
〇
だ
け
。
そ
こ
で
今
回
、
フ
ラ
ン
ス
史
を
作

っ
た
女
性
の
像
を
新
た
に
一
〇
体
制
作
し
て
、パ
リ
市
に
寄
贈
す
る
事
に
な
っ
た
と
い
う
。こ
の
中
で

誰
で
も
知
っ
て
い
る
名
前
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
ぐ
ら
い
。
私
が
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
オ
ラ
ン
プ
＝
ド
＝

グ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
彼
女
は
ラ
＝
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
が
起
草
し
た
「
人
間
お
よ
び
市
民
の
権
利
の
宣
言
」
、

通
称
「
人
権
宣
言
」
に
対
抗
し
、
そ
の
二
年
後
に
「
女
性
お
よ
び
女
性
市
民
の
権
利
の
宣
言
」
、
通

称
「
女
性
の
権
利
宣
言
」
を
発
表
し
て
男
女
の
平
等
を
訴
え
た
。 

し
か
し
、
彼
女
の
主
張
は
男
性
に
も
女
性
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
ま
た
国
王
処
刑
を
批
判
し

た
こ
と
か
ら
王
党
派
と
思
わ
れ
、
マ
リ
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
が
処
刑
さ
れ
た
翌
月
に
、
同
じ
く
ジ
ャ
コ

バ
ン
派
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
ギ
ロ
チ
ン
で
処
刑
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
も
フ
ラ
ン
ス
で
は

女
性
の
権
利
は
な
か
な
か
実
現
し
な
か
っ
た
。 


